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平成31年２月定例会 経済委員会（付託）

平成31年２月25日（月）

〔委員会の概要 農林水産部関係〕

来代委員長

休憩前に引き続き，委員会を開きます。（10時41分）

これより，農林水産部関係の審査を行います。

農林水産部関係の付託議案につきましては，さきの委員会において，説明を聴取したと

ころでありますが，この際，理事者側から追加提出議案について説明を願うとともに，報

告事項があれば，これを受けることにいたします。

【追加提出議案】（説明資料（その３））

○ 議案第67号 平成30年度徳島県一般会計補正予算（第７号）

○ 議案第76号 平成30年度徳島県農業改良資金貸付金特別会計補正予算（第１号）

○ 議案第77号 平成30年度徳島県林業改善資金貸付金特別会計補正予算（第１号）

○ 議案第78号 平成30年度徳島県県有林県行造林事業特別会計補正予算（第１号）

○ 議案第79号 平成30年度徳島県沿岸漁業改善資金貸付金特別会計補正予算（第１

号）

○ 議案第82号 平成30年度徳島県港湾等整備事業特別会計補正予算（第１号）

【報告事項】

○ 徳島かんきつアカデミーについて（資料１）

○ 岐阜県・愛知県等での「豚コレラ」発生への対応について（資料２）

○ 日本ジビエサミット・藍サミット・木育サミットの開催結果と今後の展開について

（資料３）

川合農林水産部長

２月定例会に追加提案いたしました農林水産部関係の案件は，平成30年度２月補正予算

案でございます。

お手元にお配りしております経済委員会説明資料（その３）により，御説明申し上げま

す。

１ページをお願いいたします。

歳入歳出予算の総括表でございます。

一般会計につきまして，補正額欄の最下段に記載のとおり，45億1,334万6,000円の減額

をお願いするもので，補正後の予算総額は342億5,221万円となっております。補正額の財

源内訳につきましては，括弧内に記載のとおりでございます。

２ぺージをお願いいたします。特別会計につきまして，補正額欄の最下段に記載のとお

り，２億1,311万2,000円の減額をお願いするもので，補正後の予算総額は２億7,000

万8,000円となっております。

３ぺージをお願いいたします。

平成31年２月25日（月） 経済委員会（付託）農林水産部
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課別主要事項でございます。

まず，農林水産政策課の一般会計でございますが，１段目の農業総務費につきまして，

国庫補助事業費の確定による減額など，農林水産政策課合計で１億2,481万円の減額をお

願いしております。

４ぺージをお願いいたします。

農林水産政策課の特別会計でございますが，各資金貸付金において融資実績に合わせた

減額などにより，農林水産政策課合計で１億6,795万8,000円の減額をお願いしておりま

す。

５ぺージをお願いいたします。

もうかるブランド推進課でございますが，６段目の園芸振興費につきまして，国庫補助

事業費の確定による減額など，もうかるブランド推進課合計で４億2,721万7,000円の減額

をお願いしております。

６ぺージをお願いいたします。

畜産振興課でございますが，５段目の家畜保健衛生費につきまして，非常勤，嘱託獣医

の報酬や臨時職員の賃金に係る増額など，畜産振興課合計で3,049万1,000円の増額をお願

いしております。

７ぺージをお願いいたします。

林業戦略課の一般会計でございますが，３段目の林業振興指導費につきまして，国庫補

助事業費の確定による減額など，林業戦略課合計で10億8,833万6,000円の減額をお願いし

ております。

８ぺージをお願いいたします。

林業戦略課の特別会計でございますが，１段目の県有林県行造林事業特別会計につきま

して，事業費の確定による減額など，林業戦略課合計で4,515万4,000円の減額をお願いし

ております。

９ぺージをお願いいたします。

水産振興課でございますが，２段目の水産業総務費につきまして，組織改編に伴う職員

数の減による減額など，水産振興課合計で１億6,107万2,000円の減額をお願いしておりま

す。

10ぺージをお願いいたします。

漁業調整課でございますが，１段目の水産業総務費につきまして，組織改編に伴う職員

数の増による増額など，漁業調整課合計で１億6,755万9,000円の増額をお願いしておりま

す。

11ぺージをお願いいたします。

農林水産総合技術支援センターでございますが，２段目の農業総務費につきまして，国

庫補助事業費の確定による減額など，農林水産総合技術支援センター合計で，12ページに

記載のとおり，３億7,059万5,000円の減額をお願いしております。

13ぺージに移ります。

農山漁村振興課でございますが，４段目の農地総務費につきまして，国庫補助事業費の

確定による減額など，農山漁村振興課合計で４億7,429万4,000円の減額をお願いしており

ます。
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14ぺージをお願いいたします。

生産基盤課でございますが，３段目の農地防災事業費につきまして，国庫補助事業費の

確定による減額，続きまして，15ページでございますが，２段目の農地及び農業用施設災

害復旧費及び３段目の耕地海岸施設災害復旧費につきまして，災害復旧事業費の確定によ

る減額など，生産基盤課合計で16億4,374万2,000円の減額をお願いしております。

16ページをお願いいたします。

森林整備課でございますが，４段目の治山費につきまして，事業費の確定による減額，

５段目の災害林道復旧費から７段目の治山施設災害復旧費につきまして，災害復旧事業費

の確定による減額など，森林整備課合計で４億2,133万円の減額をお願いしております。

17ページをお願いいたします。

一般会計における継続費の変更でございます。

既に御承認を頂き，事業を実施しております，生産基盤課の新簗橋上部工架設事業の全

体計画について記載しておりますが，今回，財源内訳につきまして所要の変更を行うもの

でございます。

18ページをお願いいたします。

繰越明許費の追加でございます。

畜産振興課の家畜保健衛生所運営費から，20ページの森林整備課の現年発生治山施設災

害復旧事業費まで，合わせて31事業につきまして，合計で37億4,446万9,000円の繰越しを

お願いするものでございます。

21ページをお願いいたします。

繰越明許費の変更でございます。

今定例会におきまして，先議により，繰越しを御承認いただきました事業のうち，林業

戦略課の林業力倍増基盤整備促進事業費から，22ページの森林整備課の治山事業費まで，

合わせて15事業につきまして，合計で81億6,152万3,000円への繰越予定額の変更をお願い

するものでございます。

これらの事業につきましては，計画に関する諸条件などから，年度内の完了が見込めな

くなり，やむを得ず，翌年度に繰り越すものでございますが，今後とも，できる限り早期

の事業推進に努めてまいりますので，よろしくお願い申し上げます。

23ぺージをお願いいたします。

債務負担行為の追加でございます。

生産基盤課の国営那賀川総合農地防災事業の平成29年度事業の実施に係る負担金につき

まして，債務負担行為の設定をお願いするものでございます。

提出案件の説明は，以上でございます。

この際，３点御報告させていただきます。

お手元の資料１をお願いいたします。

徳島かんきつアカデミーについてであります。

１の応募者についてでありますが，昨年11月19日から先週２月20日にかけまして，様々

な広報活動を実施しながら，募集を行ってきたものであります。

応募者数は，定員15名程度のところへ58名に応募いただきました。うち男性が43名，女

性が15名，お住まいの地域で見ますと，徳島市，勝浦町など合わせて13市町村，年齢階層
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別に見ますと，20代から70代までの幅広い年代の皆様方に応募いただいたところでござい

ます。コース別の応募者数は，ミカン，ユズ，スダチなどの栽培から加工，販売までを１

年間で学ぶ中核的人材育成コースが２名，せん定，病害虫防除，土壌肥料など，特定の科

目を選択して学んでいただく特定技術力向上コースが56名となっております。

なお，特定技術力向上コースについては，既に，カンキツ農業を営んでおられ，更なる

技術力の向上を目指される方，農業としてほかの品目を栽培されておられ，新たにカンキ

ツ農業を営もうとお考えの方，それから，現在農業に携わっていない，これから初めてカ

ンキツ農業に携わろうとされる方も含まれております。こうしたことを踏まえ，研修方法

を工夫することにより，応募者全員に受講していただけるよう，カリキュラムを決定して

いく方向で考えております。

次に，２の開講式についてでありますが，３月６日に，石井町の農林水産総合技術支援

センターにおいて，市町村，ＪＡなど関係機関，団体の皆様にも御出席いただき，開催す

る予定でございます。

今後は，このアカデミーの運営を通して，即戦力となる人材を育成し，また技術力の向

上を図っていただくことにより，更なる産地強化につなげてまいりたいと考えておりま

す。

続きまして，資料２をお願いいたします。

岐阜県・愛知県等での「豚コレラ」発生への対応についてでございます。

１の発生状況につきましては，昨年９月９日，岐阜県岐阜市の農場において，国内で

は26年ぶりに豚コレラが発生したところであります。これまでに，５府県において豚やイ

ノシシからの発生が確認されております。

（３）の野生イノシシからの豚コレラウイルス確認状況につきましては，国の通知に基

づき，豚コレラウイルスの確認検査を実施しております。これまでに岐阜県・愛知県の両

県合わせて，190頭からウイルスが確認されておりますが，本県を含め，その他の37府県

では，表の最下段のとおり，ウィルスが確認された例はございません。数字は１月終わり

農林水産省のホームページからでありますが，本県については更に最新の数字を入れる形

で整理をしております。

裏面の２ページをお願いいたします。

２の本県の対応状況につきましては，危機管理連絡会議など，県庁内の会議を通じた全

庁的な危機管理体制の確保に加え，（１）の「飼養衛生管理基準」に基づくきめ細やかな

対応を図るということで，家畜保健衛生所が，養豚農家，飼料業者などに対して，発生状

況などの情報をリアルタイムで正確に提供するとともに，農場に出入りする関係者の皆様

に対して，車両消毒や畜舎消毒など，衛生対策を徹底するように随時指導を行っておりま

す。

また，県内23戸全ての養豚農家の皆様に対して，消毒用消石灰を配布するとともに，個

別に訪問して指導を実施し，改めて注意喚起を行っております。（２）の防疫活動の即応

体制の確保でありますが，空港，海港における水際での防疫対策に万全を期すため，国の

動物検疫所やフェリー会社などの関係機関との連絡を密にし，有事の際に即応できる体制

を整えております。また，家畜伝染病発生時における支援協定を締結している団体や関西

広域連合などとの連絡体制を強化しまして，情報共有を図っているところであります。
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（３）の「野生いのしし」に対する対応でありますが，国からの通知に基づきまして，県

民の皆様から，死亡している野生イノシシに関する情報を提供いただき，その場合に豚コ

レラウイルスの確認検査を実施するとともに，本県独自の取組として，捕獲した野生イノ

シシについても，ウイルスの確認検査を実施しております。（４）の県民の皆様への情報

提供といたしましては，県のホームページを通じまして，豚コレラは人に感染することが

ないこと，万一，豚コレラにかかった肉などを食べても人体に影響はないという国の食品

安全委員会の見解など，正確な情報を提供し，食の安全・安心確保に努めているところで

あります。また，（５）の発生県への支援といたしまして，国から派遣要請を受け，本県

の家畜防疫員を岐阜県，愛知県の両県に派遣しております。

次に，３の国による新たな対策につきましては，野生イノシシを介した豚コレラウイル

スの拡散を防止するため，国内で初めて，野生イノシシに対する経口ワクチンを豚コレラ

に感染した野生イノシシが確認されている岐阜県，愛知県の地域に限って，散布すること

が先週決定されたところであります。

今後とも，豚コレラを発生させない，持ち込ませないとの強い決意のもと，関係機関と

の情報共有，連携強化を図り，考え得る対策を早め早めに計画し，一丸となって，万全の

対策を講じてまいります。

最後に，資料３をお願いいたします。

日本ジビエサミット・藍サミット・木育サミットの開催結果と今後の展開についてでご

ざいます。

本年１月下旬から２月中旬にかけまして，本県において開催いたしました三つのサミッ

トの開催結果について御報告申し上げます。

まず，１の第５回日本ジビエサミットｉｎ徳島でございますが，１月24日から26日にか

けて開催いたしました。徳島市内での基調講演や料理セミナーに加え，三好市内での獣肉

処理施設の現地視察などを実施したところであります。

次に，２の藍サミット2019ｉｎ徳島でございますが，本年２月９日に，徳島市内におき

まして開催いたしました。基調講演やパネルディスカッションなどを実施しました。

最後に，３の第６回木育サミットｉｎ徳島でございますが，本年２月16日に，徳島市内

で基調講演やシンポジウム，分科会などを実施したところであります。いずれも，県内は

もとより，全国から多くの方々に御参加いただき，交流の拡大，魅力の発信が図られたと

ころであります。

今後は，サミット開催の効果を最大限に生かし，ジビエの振興については，鳥獣対策，

ジビエの啓発活動やジビエ料理関連イベントの開催等による阿波地美栄の消費拡大などを

図っていくこと，藍産業の振興につきましては，進化させたサミットの開催による更なる

交流の促進と国内外へ向けた情報発信などに努めてまいりたいと思います。さらに，木育

の推進につきましては，木育インストラクターの育成・活躍を通した木育の普及啓発促

進，更に木材の利用拡大などに積極的に取り組んでまいります。これら一連の取組を積極

的に推進いたしまして，それぞれのサミットのレガシー創出を図ってまいります。

報告事項は，以上でございます。

御審議のほど，よろしくお願い申し上げます。



- 6 -

平成31年２月25日（月） 経済委員会（付託）農林水産部

来代委員長

以上で，説明等は終わりました。

これより質疑に入ります。

質疑をどうぞ。

臼木委員

先ほど報告があった，藍サミット2019ｉｎ徳島についてお聞きしたいと思います。2020

年の東京オリンピック・パラリンピックの公式エンブレムに藍色が採用されて以降，藍に

注目が集まっているように思われます。

藍は，本県を代表する文化の一つであり，特産物としても，また伝統産業としても地域

に根付いているものです。議会においても，とくしま藍の日及び徳島県の色を定める条例

を提案し，制定してきた経過があります。こういう中で，県内外で藍に携わる方々が一堂

に会し，交流を図るとともに，藍に関する情報を県内外へ発信していくことは，意義があ

る取組と考えております。そこで，今回開催した藍サミットの内容と成果について，もう

ちょっと詳しく御説明いただけますか。

山本輸出・六次化推進室長

ただいま，臼木委員より，藍サミットの詳しい内容と成果という御質問を頂きました。

藍サミット2019ｉｎ徳島につきましては，２月９日に開催いたしました。全国各地から，

藍に携わる人々に参集いただきまして，連携を密にすることで藍文化の継承と藍産業の推

進を図ることを目的に開催いたしました結果，県内外からおよそ220名，県外26都府県か

ら80名の方々に御参加いただきました。

主な内容といたしましては，国内屈指の染色家であります，京都の染司よしおかの当

主，吉岡幸雄氏による基調講演，重要無形文化財久留米絣技術保持者会の会長，松枝哲
かすり

也氏をはじめ，県内外から藍に携わる５名の方々による事例発表を実施したところでござ

います。また，藍の魅力発信と次世代への継承をテーマに，６名のパネリストからそれぞ

れ独創的な取組が紹介されましたパネルディスカッションを開催しております。加えまし

て，シンポジウム終了後の交流会ということで茶話会を実施しまして，藍に関する情報交

換や出席者，登壇者との交流を図ったところでございます。

また，関連いたしまして，翌日の２月10日には，県外からのサミット参加者を対象とい

たしまして，石井町にございます国指定重要文化財田中家住宅や藍染めの染料，すくもの

製造現場など，県内の藍関連施設を巡るバスツアーも実施いたしました。このバスツアー

には41名に御参加いただきまして，参加者の皆様から御好評いただいたところでございま

す。本サミットの開催を契機に，藍に携わる方々の交流を更に促進するとともに，藍に関

する情報を一層強力に発信してまいりたいと考えております。

臼木委員

全国多方面から，藍に携わる事業者や藍の関心の高い方々に御出席を頂き，藍サミッ

ト，藍のバスツアー，共に好評を得たということは，本県の藍を全国的に発信する良い機

会になっただろうと思います。条例まで作っておりますので，しっかりと取り組んでいた
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だきたいと思います。

また，今回の藍サミット開催で生まれた交流や情報共有といったことは，今後も発表さ

れていくべきと考えますが，今回の開催結果を踏まえて今後の藍サミットについて，どの

ように展開していくのかお尋ねしたいと思います。

山本輸出・六次化推進室長

今後の藍サミットの展開についてという御質問を頂きました。

今回実施いたしました藍サミット，それから翌日開催しましたバスツアーとも，事前受

付開始後，早々に定員に達するなど大変御好評を頂いたところでありまして，本県が全国

に誇ります藍の魅力，可能性を改めて実感したところでございます。

また，２月９日の本サミットの閉会に当たりまして，主催者であります藍サミット2019

ｉｎ徳島実行委員長から，今回全国から藍生産者，藍染関係者など，藍産業に関わる方々

が一堂に会することで，いろいろな意見交換を行うことができた，今後もこのような会合

を開催して，全国の藍に携わる方々が集い，交流できる場を設けてはどうかというような

提案が出されたところでありまして，満場の拍手をもって承認されております。

こうしたことから，県におきましては，今年度の開催を一つのレガシーといたしまし

て，藍に関係する団体，市町村，高等教育機関等々の連携を強化いたしまして，更に内容

を充実，進化させたサミットの開催を検討することによりまして，一層の交流の促進，国

内外への更なる情報発信に努めてまいりたいと考えております。

臼木委員

本県は，藍，すくもの主要生産県であるとともに，伝統産業や文化を有しております。

また近年，藍染めの人気が非常に高まっているのに加え，お菓子やお茶など，藍を食用に

使った商品の販売などをはじめ，藍に関係する様々な取組がなされております。

県においては，藍に関係する事業者や関係団体と連携を一層密にして，本県の藍産業の

振興や藍文化の伝承に，今後も一層取り組んでいただくよう強く要望しておきたいと思い

ます。

達田委員

事前委員会でもお尋ねしましたし，また本会議でも山田議員からお尋ねをしたのですけ

ど，一つはターンテーブルに関してです。

本会議のお答えの中で，宿泊者数とか魅力度ランキングということでは，いろんな要素

が複合しているので，なかなかターンテーブルだけでの成果の分析というのは難しいとい

うようなお話があったと思います。しかし，このターンテーブルを始める理由として，徳

島の魅力を広げるというようなことがあったかと思います。そして徳島への集客というよ

うなことも，当初言われていたと思うのですけれども，そういう事がきちんと測れるよう

なシステムを作っていく必要があるんじゃないかと思うのです。よく分からないでは済ま

ないと思うのです。方策というのを，何か考えておられないのでしょうか。

阿部もうかるブランド推進課長
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達田委員から新たな成果の指標について考えていないか，開発していないかと御質問い

ただいたと思います。さきの本会議でもお答えさせていただいたと思っておりますが，

ターンテーブルは情報発信・交流拠点ということでございまして，ターンテーブルができ

たことによりまして，県産品の販売拡大，徳島県への誘客，移住交流というところを目指

して，日々，取り組んでいるところでございます。魅力度ランキングなどは，複雑で，い

ろんな条件や要素が複合した結果として表れるもので，ターンテーブルができたからとい

うことで説明することとは，なじまないということでございます。ただ，県民の皆様に，

ターンテーブルの事業効果を分かりやすくイメージしていただくということは，大変重要

であると考えております。

このため，施設利用者数，飲食・物販部門の売上げなどの成果指標を掲げまして，運営

事業者のほうから，年度ごとの実績の報告をもらいまして，県として確認をいたしまし

て，分かりやすく説明をさせていただく。加えまして，施設の利用やイベント参加などを

きっかけにして，ターンテーブルができたことによる具体的な波及効果につきましても，

分かりやすく説明させていただき，施設の利用者数，売上げなどの成果指標に合わせまし

て，具体的な波及効果の事例を具体的に説明させていただくということで，今後とも，県

民の皆様にターンテーブルができたことによります，いろんな効果を御説明してまいりた

いと考えております。

達田委員

県民の税金を使って，この施設ができて，運営もされているわけです。毎年約5,000万

円の賃料を県が負担する，つまり県民が負担しているのと同じことになります。普通のレ

ストランにしてもホテルにしても，建物を建てた，あるいはいろんなイベントをした，そ

ういうものは全て自費でやっておられると思います。ターンテーブルは本当に特別扱いだ

と思うのです。県民の税金を投入してやっているわけですから，この実績が，はっきりと

県民の目に見えるような状況を作りだす必要があると思うのです。どれだけ徳島の農産物

が利用されたのか，どれだけの人が利用したのかということを発表するのはもちろんです

けれども，ターンテーブルに行った方がどれだけ徳島に来てくれたかも分からないという

のは，おかしいと私は思います。徳島県は，おどる宝島！パスポートなんかもやっており

ますし，いろんなことを活用して，ターンテーブルを利用した人が徳島へ来たというのが

分かるように，やろうと思えばできるのではないかと思うのです。その点の工夫はされま

せんか。

阿部もうかるブランド推進課長

ターンテーブルに訪れていただいた方が，徳島に来られたであるとか，ターンテーブル

を契機としたいろんな成果に，工夫をしてはどうかというお話でございます。

正に委員におっしゃっていただきましたように，ターンテーブルができたことによりま

す県産品の販売拡大，観光誘客，とくしま回帰というようなところで，より多くの方に徳

島のことを知っていただいて，徳島に行ってみよう，場合によっては住んでみようという

イベントなども積極的に開催をしていることにつきましては，既に御説明をさせていただ

いたと思っております。こうしたイベントの参加者の青山学院大学の生徒さんが，ターン
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テーブルでのイベントなどをきっかけに，徳島に来ていただいたことも御説明させていた

だいたところでございますが，今後ともできるだけ定量的に捉えられるものは定量的に捉

えつつ，ターンテーブルができました効果を，できる限り分かりやすく御説明してまいり

たいと考えております。

達田委員

そもそも県が２億3,000万円のお金を投入して改修しているわけです。普通の商店だっ

たら，もうけて，それを毎年毎年払っていく，いわゆる元を取るというか，そういうこと

をすると思うのです。県は，投入した改修費を取り返していこうという計画はお持ちなの

でしょうか。

阿部もうかるブランド推進課長

ターンテーブルは，情報発信・交流拠点ということで，飲食，レストラン，バル・マル

シェ，飲食部門の運営，ホステルの経営をしていただきながら，より効果的に徳島をＰＲ

していただく。特にイベントの開催などを積極的に行っていただいております。これは運

営事業者のほうが自主的な事業として，毎週のようにやってくれているということで一定

の経費も掛かるということでございます。今後，ターンテーブルの収支状況については運

営事業者からの報告を待って確認をするところでございますが，よりターンテーブルが本

来の機能を継続して発揮していくように，県としても十分目を光らせてまいりたいという

ふうに考えております。

達田委員

普通でしたら経営計画があって，２億3,000万円を何年掛かりで取り返していこうとい

うのがあると思うのです。今は県民の目には分からないのです。それともう一つは家賃を

いつまで県が払い続けていくのかというのも，県民のたくさんの皆さんが疑問を持ってお

られます。その点に関しても，もうけていただいて，県が出さなくてもいいようになるの

はこの時期ですと，きちんと計画しておくべきではないかと思うのですけども，その点を

お尋ねしておきたいと思います。

阿部もうかるブランド推進課長

ターンテーブルの運営につきましては，先ほどから御説明させていただいております

が，運営事業者の民間のノウハウを活用しまして，飲食部門，宿泊部門を経営しながら，

徳島の発信をしていただく仕組みということになっております。

やはり県産食材や徳島の発信をしていただくためのイベント等の経費ということで，現

在の仕組みであります，徳島県が施設の家賃5,000万円を負担し，2,000万円をもらっ

て，3,000万円の差額があるということでございますが，こうしたところをより効率的に

することで，まずは継続して，徳島の発信をしっかりしていただくというところが重要で

あるということで取り組んでいるところでございます。

契約期間は５年ということで，また中間年には，中間の状況というのもしっかりと審査

するということにしております。まずはターンテーブルの機能が，今の仕組みの中で徳島
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をしっかりＰＲし，それを継続していくというところにしっかりと取り組んでまいりたい

と考えております。

達田委員

ターンテーブルが，ホステルやバル・レストランを持っている施設である以上，県民か

ら見れば，単なるＰＲイベントではないわけです。ですから，やはり商売としてきちんと

成り立っていると，うまくいっているというところが必要だと思うのです。ＰＲイベント

はＰＲイベントで別にいろいろされてるとは思うのですが，それも普通のお店だったら，

自分でお金を出してやるのです。県がお金を出してターンテーブルでイベントをやって，

お客さんを招くというようなことは，一般の商店では非常に不自然な状況だと思います。

自力といいますか，自分の足で立って経営ができるという，そういうきちんとした見通し

を持ってやっていただきたいということを申し上げておきたいと思います。

それからもう１点です。一般質問で来代委員長が取り上げておられました。阿南市で優

良農地に太陽光発電施設を設置したということで，特に問題になっています。県が巡回点

検するなど指導強化しますというようなことを言われました。しかし，市町村によってや

り方が違うということもありました。それで，巡回点検をできるというのが今，市町村で

どれだけできるのか，県が入っていけるというのがどれだけあるのか，お尋ねしておきた

いと思います。

吉田農林水産政策課長

ただいま，さきの本会議で来代委員長から御質問いただきましたことに関連する御質問

を頂戴したところでございます。農地につきましては，国民の食料の確保はもとより，生

産性や収益性の高い農業を実現していくために，生産の基盤となる優良な農地を一定の広

がりをもって確保していくことが必要でございます。県では，これまでも市町村の農業委

員会に対しまして，農地法に関する説明会や研修会の開催を通じまして，関係する法改正

の周知や助言等を行い，適正な運用がなされるよう努めてまいったところでございます。

御質問にございますように，優良な農地が資材置場として転用された後に，短期間のう

ちに太陽光発電施設が設置されていたという事例があったことから，県内全ての農業委員

会に対し，農地転用の許可申請の審査に当たりまして，内容等を十分確認，精査した上で

慎重に判断を行うよう周知徹底を図ったところでございます。今後，御答弁させていただ

きましたように，県，農業会議，市町村，農業委員会の方々にお集まりいただきまして，

対策会議を開催し，課題に対する情報，対応策を共有して，農地利用の適正化に向けた体

制を強化してまいります。

また，どの程度までということでございますが，権限委譲をしている市町村もございま

して，そこへの指導ということは，なかなか難しいこともあろうかと思いますが，県とし

て積極的に関与して，助言なりをしてまいりたいと考えてございます。

達田委員

権限委譲しているという所は，今，どれだけあるのでしょうか。
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吉田農林水産政策課長

ただいま，権限委譲している市町が，どこかという御質問を頂戴いたしました。権限委

譲しております市町は，合わせて９市町ございます。徳島市，鳴門市，阿南市，吉野川

市，三好市，那賀町，牟岐町，美波町，海陽町でございます。

達田委員

この問題で，再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定の有無というのが，転用手

続の審査項目には含まれていないということで，非常に大きな問題ではないかと思うので

す。やはり対策会議を開けば，国に対して要望するなり何なりしていかなければならない

根本的な問題があるのではないかと思うのですけれども，その点，県はどのようにお考え

なのでしょうか。

吉田農林水産政策課長

この点につきまして，私どもこういった事例が発覚いたしました時から，全農業委員会

の方に対しまして，先ほど申し上げましたけれども，農地転用の許可の申請審査に当たっ

て，その内容を十分確認していただくよう，また慎重に判断いただくよう周知徹底を図っ

たところでございます。これまで委員からのお話にもありましたようなＦＩＴの関係が十

分チェックできていなかったということがございますので，この点につきまして，改めて

十分，慎重に審査，判断いただくよう周知徹底したところでございます。こういった取組

で，まずは解決できるのではないかと考えてございます。

達田委員

報道されましてから，家のすぐそばが急に埋め立てられて，何ができるのだろうかとい

うような問合せがあったりするわけです。実際に，この制度ができましたときに，中山間

地みたいな所で耕作放棄地になっている土地が利用されるのかと思っていたのですけれど

も，非常に広々とした平地の優良農地がどんどん太陽光発電施設に変わっているというこ

とで，何かおかしいなと。次々と増えているわけです。そういうことで，県民の皆さんも

非常に疑問を持っておられるし，今，資材置場と書いてあるけど何になるんだろうかとい

う疑問をお持ちの方もたくさんいらっしゃいます。是非いい方向で解決できるようにお願

いしたいと思います。

この背景にあるのは，農業が成り立っていかないというのがあるのです。優良農地をお

持ちでも，後継ぎがいないということで，非常に悩んでおられる農家がたくさんございま

す。集落を回って行きますと，もう後継ぎがいないので，この集落もあと５年もしたら消

えてしまうかも分からないというような，非常に深刻な状況があるのです。私は，農業の

振興に力を入れて，農業を再興しないと農地そのものも駄目になってしまうし，そして食

料自給ということも危なくなってくると思うのです。県がどれぐらい農業に力を入れてく

れているのかというのは，すごく大事なことだと思います。

今回，全てお尋ねするわけにはいかないのですけれども，徳島県の米，野菜とかの振興

をどういうふうに図っていくのかという点をお尋ねしたいのです。今回，補正予算にも出

ておりますけれども，一つは，園芸振興費が大幅に減額されています。この要因は何なの
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か，お尋ねいたします。

阿部もうかるブランド推進課長

園芸振興費の補正予算の減額が４億2,900万円ほどあるというところに対しての御質問

と思います。主なものでございますと，右側の摘要欄にも書かせていただいております

が，農業生産総合対策等事業費につきまして３億2,900万円ほどの減額でございます。国

の補助事業を活用しましたハード整備事業の補助金でございます。農業協同組合等が整備

する共同選果場，集出荷施設や民間事業者の実施する大規模な園芸施設の整備等を行う経

費で，当初予算でお認めいただいていたところですけれども，国に採択していただいた事

業実施の段階で減額が生じたものが１億2,900万円ほど，それから事業用地の調整，具体

的な事業の積算等の関係で，平成30年度内の決定に至らず，事業採択を断念して次年度に

延期をしたということで２億円ほどを減額したというところが一番大きな理由でございま

す。

その他，野菜の価格安定事業ということで，野菜の価格が下がった場合に生産者の皆さ

んに補填をする制度がございまして，平成29年度の実績によりまして，県の負担が確定さ

れたことによります3,700万円ほどの野菜経営安定対策費，⑤のところでございますが，

などが減額の要因ということになってございます。

達田委員

県はもうかるブランドとか，いろいろと取り組んでおられるんですけれども，なかなか

農家の所得補償につながっていないと思うのです。もし，地道に農業をやって価格がきち

んと保証されていれば，若い人が出ていかないと思うのです。暮らしていける農業であれ

ば，若い人が残ってくれて農業を続けてくれているはずです。今はそういう方が非常に少

なくなってしまって，とても残念な状況が続いてるわけです。

先日の徳島新聞の報道にもございましたけれども，６次産業化に力を入れるということ

ですけれども，徳島県は非常に出遅れています。農産物加工品販売額が41億円ということ

ですが，愛媛県が506億円，香川が188億円，高知が132億円ということで，徳島県は，四

国４県を見ましても，非常に出遅れてるのではないかと思うのです。そういう中で，園芸

振興費の食料産業・６次産業化事業費補助金というのが5,500万円付いていたのですけど

も，全部なしになってしまっているということで，これはどういう事情なのか，お尋ねい

たします。

山本輸出・六次化推進室長

ただいま，達田委員から６次産業化関連の補正予算の減額の理由について御質問を頂き

ました。この委員会資料にも提示させていただいております園芸振興指導費，約6,000万

円のうち5,700万円が６次産業化関連予算でございます。その内訳といたしまして

は，5,700万円のうち６次産業化に必要な加工施設，機械の整備に充てるための予算

で5,000万円を計上してございました。事業主体のほうで申請されていたのですが，国に

おいて，今年度につきましては不採択となったことから，減額をさせていただくものでご

ざいます。
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それから，各市町村が６次産業化の戦略を立てる際に必要な経費というのも500万円計

上しておりました。１市が取り組まれまして，事業実績額が300万円でしたので，200万円

を減額させていただくものです。

あと，もう１点，事業者の皆様方が自らの地域資源を活用した新商品の開発，新しい商

品作りの取組を支援する経費として500万円を今年度計上しておりましたが，こちらのほ

うも事業要望がなかったということで，減額させていただくということです。

達田委員

付けた予算が有効に使われて，徳島県のいろんな農産物が加工されて，全国に広まって

いくというような状況を是非，作り出していただきたいと思います。その背景を今お聞き

しますと加工施設とか，そういうものを予定していたけれども，できなかったということ

です。新聞報道によりますと加工施設がそもそも少ないのです。県外で加工したら輸送コ

ストがかさんでしまって，価格が高くなるというようなことがあると思うのです。それ

で，ここに力を入れて，加工施設も造って，こういう物をこういうふうに作りましょうと

いうアイデアを出していただくという取組が非常に大事になっているのではないかと思う

のです。新年度の予算では同じように予算が付いているのですが，何かの計画があって付

けているのでしょうか。

山本輸出・六次化推進室長

来年度予算の計画の御質問でございます。６次産業化関連施設は，第一次産業者が，製

造業をはじめとする第二次産業や販売業を代表とする第三次産業に主体的に取り組むこと

によって，利益を上げていこうという取組で，非常に大事なところと思っています。

現在，徳島県内にある加工施設はＪＡの果物の搾汁施設等が中心になっておりまして，

それも統廃合をしているという状況があります。この事業の予算は，やる気のある事業者

の皆様方が，自分の，例えばなると金時とかスダチといった商品を使って，新たに商品開

発をしていく取組について御支援申し上げるものでございます。要望を掘り起こすよう

に，国の情報はもちろんのこと，もうかる農林水産業の一つの局面として６次産業化があ

るということで，市町村とか，関係団体とともに推進を図って，国の事業をうまく活用し

て，６次産業化が進むような取組を進めていきたいと考えております。

達田委員

私は，よってネ市みたいな産直市が大好きでよく行くんです。徳島県にもたくさんお客

さんが来られている，あいさい広場とかいろいろあります。その中で特に消費者に喜ばれ

ている加工品，農家の主婦の方が一生懸命考えて作られた米粉のパンであるとか，ジャム

であるとか，いろんな物が並んでいるんですね。安心安全でおいしいということで人気が

あるのです。そういうもののアイデアを増やしていただくという取組が必要だと思うので

す。大きなことしなくてもいいんです。そこにある物を生かして作っていくというのが大

事だと思うのです。

以前，今治市のさいさいきて屋に，寄らせていただきました。そこは，ケーキ屋さんが

ものすごく繁盛していました。規格外のフルーツとか，そういう物を使っておいしいケー
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キを作って，ものすごく売れているというのもお聞きいたしました。アイデアによってい

ろいろと売り出そうと思えばできるわけです。徳島にもいろんなおいしい物，すばらしい

農産物があるのですから，それが生かせるように，有効にこの予算を使っていただいて，

そして広めていただくように是非お願いしたいと思います。

最後に要望しておきたいのですけれども，農業する上で排水路の整備とか，農業用水の

整備とか，草刈りとかいろんな仕事があるのですけれど，皆，高齢化してしまって，出て

きてくださいと言っても，なかなか出て行けないというような状況がございます。そうい

う中で，まだまだ水路が整備できていないような所は自分たちで一生懸命やっているわけ

です。多面的機能支払交付金というのを使ってやっているのですけれど，なかなか進まな

いわけです。補助金額が余り多くないので，なかなか伸びないというような悩みをお持ち

の所がたくさんあるとお聞きしております。この交付金事業というのは，非常に使い勝手

がいいのだけれども金額が少ないので，もっと充実をしてもらえるように国に対して強く

要望していただきたい，そして，県単事業の水路の整備につきましても，県の負担割合を

もっと高めていただきたいと思うのです。その点だけお尋ねしておきたいと思います。

柏谷農山漁村振興課長

ただいま，多面的機能支払交付金をもっと単価を含めて使い勝手の良い事業にしていた

だきたいという御質問でございます。県としましては，予算的には，耕地面積の約４割，

１万2,000ヘクタールを目標に予算を付けていますけれども，今年度は１万700ヘクタール

程度の要望がございまして，それによる予算を減額したわけでございます。県としては，

予算を十分確保しております。使い勝手が悪いという御質問に対しましては，以前は大き

な取組といたしまして，農地の維持支援，農地の資源向上支援と事業目的が分けてあっ

て，それぞれ予算も経理も別にする必要がございましたけれども，昨年度から予算経理を

一本化して事務手続の軽減を図ったり，当然，規約の変更とかは必要でございますけれど

も，事務手続の改善等は国のほうでもいろいろと制度が進んできてございます。毎年，制

度の説明会を市町村，地域協議会でやってございますので，そういう場でいろいろと御要

望があれば，県で取りまとめてつないでいきたいと考えてございます。

また，県単事業の負担率，補助率の御要望でございます。県としましては土地改良，特

に用水路，排水路の事業につきましては，各課で整備してございます。一応３割というこ

とで各事業，県下全域で整備してございます。要望については，また検討させていただき

たいと思いますけれども，基本的には県単事業につきましては，今のところこの補助率で

進めていきたいと考えてございます。

達田委員

農業用水の整備とか基本的な施設の整備ができてない所が，まだたくさんございます。

しかし，お米を作っても，作れば作るほど赤字というような中で，負担金を出して水路を

整備するというのは本当に大変なことです。皆さん，米を作っても飯が食っていけんわと

いうことをおっしゃいます。本当にその通りです。ですから，水路の整備もちゃんとでき

るように，地元負担がなるべく少なくて済むような，そういう方策をしていくことが今，

必要だと思うのです。農業の振興というのなら，そういう基本的な施設の整備が，心配な
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くできるような状況を作っていただきたいと切にお願いをして終わりたいと思います。

岡本委員

徳島かんきつアカデミーについて御報告を頂いたので，ごく簡単にと思っています。58

名に応募いただいて，よかったなと思っていますが，応募者の現在の営農状況，特定技術

力向上コース56名とあるけど，分けたら，どんなふうになるのか，この２点。

水田担い手支援担当室長

岡本委員から，徳島かんきつアカデミーにつきまして御質問いただいております。徳島

かんきつアカデミーにつきましては，先ほど，概要を御報告させていただいているところ

でございます。３月６日開講予定でございまして，昨年11月19日から今月20日まで募集を

行っておりまして，この間，新聞，ラジオ，ケーブルテレビ，市町村広報誌，市町村の

ホームページ，更には移住フェアなどの県内外のイベントなど，様々な周知に努めてきた

ところでございまして，この結果，計58名の方から御応募いただいたところでございま

す。

コース別に概要を御報告いたしますと，まず１年を通して学んでいただきます中核的人

材育成コースの方，２名でございますけれども，このお二人は，いずれも現在，農業をさ

れていない方でございまして，新たにカンキツ栽培を目指そうという方でございます。将

来の担い手として期待できる方と考えておるところでございます。それから，特定技術力

向上コースにつきましては，56名の方から御応募を頂いておるところでございます。こち

らのほうも技術レベルとしては，既にカンキツ栽培に取り組まれている方ですとか，全く

経験のない方など幅広い方から応募いただいているところでございます。営農状況の内訳

でいいますと，カンキツ農家の方が41名，カンキツ以外の農家の方が３名，非農家の方

が12名という状況でございます。市町村別には，先ほど報告にもありましたけれども，徳

島市と勝浦町の方が，それぞれ13名ほどで最も多く，次いで，阿南市，那賀町，佐那河内

村と続いているというようなことで，カンキツ栽培の盛んな地域を中心に，御応募いただ

いている状況でございます。

岡本委員

ありがとうございました。資料の応募者のところに産地見学バスツアーの開催と書いて

あるけど，今ここだけ言わなかったけど，産地見学バスツアーの開催というのは，あった

のですか。

水田担い手支援担当室長

産地見学バスツアーですけれども，２月８日，９日に実施いたしておりまして，２日間

で延べ25名の方に御参加いただいたところでございます。勝浦町の旧果樹研究所や県内の

主要なカンキツ産地を見学いただきまして，実際に優れた経営を行っている農家の方か

ら，直接カンキツの農業経営の魅力などについてお話しいただいたところでございます。

参加された方からは，技術面はもとよりカンキツの経営面について，実際に取り組まれて

いる方の生の声は大変参考になったといった意見をお聞きしているところでございます。
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岡本委員

25名行ってくれたんだね。学校で言ったらオープンスクールみたいなものなんだけ

ど。25名，みんな来てるかな。見てやめたという人はいるかな。

水田担い手支援担当室長

25名の方の応募状況ということでございます。大変申し訳ありません，応募されている

かどうかという人数までは把握しておりませんが，私が知る限りでは，かなりの方に参加

していただいているというふうに把握しております。

岡本委員

ほな，それでいいんです。いいんだけど，やっぱり見て，来たのか，来なかったのか，

ここ一番大事だと思います。答弁はいいけどね。やっぱり現地を見てからでないとと思う

のです。この違いはちゃんと把握したほうがいいと思います。それから，いろんなスケジ

ュールがあるでしょうが，今後はどういうふうなカリキュラムにして，どういうふうに実

施するのか。簡単でいいので。

水田担い手支援担当室長

今後のスケジュールにつきましては，応募いただいている方につきまして，審査を経ま

して，受講者の決定をさせていただきます。３月12日から，最初の講義を開始するように

予定をしておりまして，まずは，カンキツの安定生産を図る基本技術でございます整枝・

せん定技術を習得していただく内容でスタートをしたいと考えております。その後，繁殖

技術でございます接ぎ木ですとか，定植，育苗など，ミカン，スダチ，ユズなどの整枝・

せん定から収穫までの１年間の生育ステージに合わせた内容で研修を進めていく予定でご

ざいます。

岡本委員

わかりました。補正予算で約１億5,000万円だったかな，旧果樹研究所のリニューアル

を先議で可決したよね。補正予算に出していただいて可決ができたのは非常に良かったな

と私自身は有り難く思っています。そのお金はどんなふうに使うのか。

窪経営推進課長

旧果樹研究所の整備，徳島かんきつアカデミーの開催，実施に要する経費として約１

億5,000万円の予算をお認めいただいているところでございます。この件につきまして

は，今ある，ほ場施設の整備，それから，今申し上げましたアカデミーの開催に伴う備品

の購入とか，そういった経費も含めた予算になってございます。

まず，どんなことをこの経費を使ってやっていくのかということでございますけれど

も，実際に木に触れて，木を切ってせん定をして，自分で管理してということが一つアカ

デミーの特徴でございます。現在，ほ場には相当の成木が植わっている状況でございます

けれども，樹齢が高くなってきて，伐採したような所もございますので，まずはそういっ
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た余裕のある場所で，実際の苗木の定植というのもございますので，実際にその場所にミ

カンの木，スダチの木，ユズの木を植栽するといった経費も含んでございます。多くの皆

さん方が受講に来てくれますので，その木も十分確保しないといけないということで，ま

ずは，そういったほ場の整備，それから受講者も多くございますので，効率的に実施をし

ていくということで，品種の配置も考えながら苗を植栽していくといったほ場の整備を進

めていきたいというのが，１点ございます。

それからもう１点ですけれども，建物の施設のほうでございます。アカデミーの講義を

行う場所も必要になってまいります。座学で実際に講義を受けていただくというようなこ

とに必要になってまいります。そういった場所のほか，受講生自らが植物の生理，生態で

あるとか，病虫害であるとか，こういった学術的なことを学ぶことができるようにする文

献を置く図書のスペース，それから，簡単な食品加工にも取り組めるような食品の実験室

であったりとか，それから，ほ場では通年で実習が行われますので，シャワー，休憩室，

トイレの改修が必要というふうに考えてございまして，そういった整備を進めていきたい

と思っております。

これからですけれども，地元の勝浦町さんの御意見も聞きながら，どういったものが必

要であるかといったところの具体的な検討をしていきたいと考えているところでございま

す。今後，座学，実習はもとより，加工実験も組み合わせながら，カンキツに係る実践的

な人材育成，多くの担い手を確保できるように進めてまいりたいと考えておりますので，

どうぞよろしくお願いいたします。

岡本委員

ミカンの木を植えるのにそんなに金は要らないからね。大体分かったけど，例えば，宿

泊施設とかについて，町と県はこれから相談するのですか。

窪経営推進課長

宿泊のお話がございましたけれども，これからもいろんな受講生が来られると思いま

す。先ほどシャワーや休憩室と申し上げましたけれども，ここで滞在できるような，少し

長い時間過ごせるような，そういった機能もできるように考えております。このあたり

は，勝浦町と相談しながら進めていきたいと考えてございます。

岡本委員

僕が質問したのは９月19日で，今日までそんな日にちがたっていないから，全部こうこ

うと，すぐには言えないと思うのだけど，せっかく予算を付けていただいたので，できる

だけ勝浦町とも早く煮詰めて，しっかりやってくれたらいいなと思います。

それで，この開講式の資料を配ってくれているじゃないですか。なぜ開講式を石井町の

農林水産総合技術支援センターでするのか，すごい疑問がある。何のために，この徳島か

んきつアカデミーをやっているのかという趣旨が分かってないんじゃない。何で石井町で

するの。

窪経営推進課長
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開講の行事でございますけれども，アカデミーについては，勝浦町の旧果樹研究所のほ

うが，多くの時間，現場になると予定をしているところであります。

実は，旧果樹研究所の管理棟は現在も，ほ場の管理に使っているんですけれども，本館

のほうは，委員御承知のとおり５年間，閉めてございまして，そういったところの整備

も，今後進めていくような状況でございます。会場の都合等もございまして，今回は石井

町の農林水産総合技術支援センターのほうにお運びいただきたいと考えております。どう

ぞよろしくお願いいたします。

岡本委員

もうこれ以上言わないけど，そもそも，勝浦町にあったのが石井町に行ったから，今

言っているのよ。石井町の農林水産総合技術支援センターで開講式をするというのは，疑

問というか，おかしいです。だけど，今，何もできてないから，勝浦町でしろというのは

無理だけど，本来の趣旨からいったら，日にちは別にしても何かしないと，旧果樹研究所

をリニューアルする意味が全くないから。石井町に行くのだったら要らないよ，こんなの

する必要もないです。もう日が決まっとるから言わないけど，あとで何か考えてくださ

い。そうしないと，何でしたのと言われる。

河野農林水産総合技術支援センター所長

委員から勝浦町で何かということをおっしゃっていただきました。私どもも当然，勝浦

町のほうで何かしなければいけないということは思っているところでございます。今回は

会場の都合でございます。約50人も来られるということですが，今の勝浦のほうにつきま

しては，何もないというか，入れるところがない状態でございます。委員から御指摘のと

おり，私どもも開講式はやりますけれども，その後，何かできないかということで，現在

考えておるところでございますので，またその節には，どうぞよろしくお願いいたしたい

と思います。

寺井委員

２点ほどお伺いします。平成31年度新規事業で，備えよう！「ため池事前復興」推進モ

デル事業というものが出ているわけでございますけれども，既に農地防災等々で老朽ため

池等整備事業費が付いている中で，あえて新しく事業ができるということでございますの

で，この概要をちょっとお聞かせ願いたいと思います。

板東生産基盤課長

平成31年度新規事業で提案させていただいております事業の概要についての御質問でご

ざいます。本県の吉野川北岸地域につきまして，降水量が少なく昔から開田とともに多く

のため池が山麓沿いに作られておりました。そのうち，中央構造線活断層直上に20箇所の

ため池が存在していることが分かっております。熊本地震や大阪北部地震などでは，ため

池の改修や補強をしておりましたが，地震により堤体に大きく亀裂が入りまして被災して

おり，断層上のため池につきましては，統廃合や縮小，水源転換により危険性を軽減した

り，除くことについても検討していく必要がございます。しかしながら，統廃合や縮小，



- 19 -

平成31年２月25日（月） 経済委員会（付託）農林水産部

水源転換につきましては，これまで関係者の合意が難しく，十分な検討が行われておりま

せんでした。そこで，新規事業として20箇所のうちから，モデル地区を４地区選定いたし

まして，市町や土地改良区と連携し，地域住民とともに会合を重ねて，ため池の現状とと

もに危険性を下げるための課題について話し合っていこうと考えております。その結果を

踏まえて，ため池の縮小や廃止，水源転換や仮に被災した場合の新たなため池の移転先な

どについての計画を策定していきたいと考えております。さらには，地域で検討された内

容や意見を取りまとめ，セミナーを開催するなど，他地域での取組についても促してまい

りたいと考えております。なお，計画の実現にハード整備が必要な場合は補助事業で対応

していきたいと考えております。よろしくお願いします。

寺井委員

板東課長がおっしゃったとおり，吉野川北岸というのは，本当に雨が年間1,000ミリぐ

らいで，ため池がたくさんあります。吉野川北岸用水ができて，当初のお話では，ため池

が主体であって吉野川北岸用水は補助水だという話の中で展開をしてきておる。その中

で，北岸用水ができるのだからと，ため池も随分とやめた人もいらっしゃるんです。実

は，私は50ヘクタールほどの水利組合の長をしているんですけども，三つほどため池を抱

えております。これは先人が苦労して作ってくれた池でありまして，最近は熊本の地震等

々があって，ため池で被災をされた方もいらっしゃいます。年に１回，総会をするのです

けれども，若い人で，十分に意味が分かっていないと思うのですけれども，ため池は危な

いではないか，どういうふうな管理をしているんだとか，いろいろと議論されます。

しかしながら，さっきも言っていますように，吉野川北岸用水は隔日給水とかがありま

して，渇水で水が少なくなってくると，ため池の水を使って，水路もきちんと整備をして

おりまして，開きょの水路の水を使うこともあるわけです。その中で，私の答えとして，

そんなに家に被害が出るようなことはないと思います，昔の人の知恵で，上手に一番低い

ところに水が流れる，そこに用水路があって，うまくいくんだと思いますという説明をし

ながら，いつも切り抜けておるわけです。そんな中でこの新しい制度ができ，しかも，こ

れでまたいろいろと運営方法も含めて議論をしていけるなら，非常に有り難いと思ってい

ます。この事業が，具体的にどういうふうな運営の仕方をしていくのかを教えていただけ

れば非常に有り難いなと思います。

板東生産基盤課長

委員お話しのとおり，地域で様々な意見があると思っております。まず利水者側として

は，廃止により水源がなくなる，新規水源の開発や地域間の利水が非常に難しいというこ

と，また下流住民にとっては，ため池は洪水を一時貯留して，下流への被害を軽減する効

果もあるということで，代替水源が必要だというような意見もあります。さらには，地震

発生確率に対する住民意識も異なり，地域住民の関係者間の合意がポイントになると考え

ております。このため，この事業では，地域の将来の営農や防災面についての構想につい

て話合いを重ね，その中でため池の在り方を議論していただきたいと考えております。

その結果，統廃合や縮小，代替水源の整備などのハード対策に移るため池については，

先ほどもお話しさせていただいたように補助事業で整備を進めてまいります。また，話合
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いの結果，直ちにハード対策に移行しないため池につきましては，発災時には，どこへど

う逃げるか，被災した場合には，どこにどのように復旧するかなどを事前に考えておくと

いうものでございます。事前に考えておくことで，もしもの時の被害の軽減，早期の復旧

が可能になるとともに，日ごろの監視体制とかの防災意識についても醸成されていくと考

えておるところでございます。

寺井委員

例えば，私の土地改良区が約50ヘクタールぐらいですけれども，ため池が三つある中

で，それを統廃合というのはやっぱり，地理的にというか地形的になかなか難しい。１本

の所へつないでくるとか，場所によって違うのを合流してくるようにはなってますけど，

なかなかそれは，難しいと思います。すぐ隣の土地改良区では，管理ができない，できた

らもう廃止したいというような御意見を言われる方もいらっしゃるんです。その辺の統廃

合等々は難しいのですけれども，昔の先輩たちに作っていただいたすばらしい水を確保す

る施設でございますので，簡単にこれを潰してしまうというのは，もったいないと思って

おります。

昔の先輩ですけれども，徳島市内から徳島農業高等学校へ来ていた方から，私の近くに

神明池という池があるんですけども，ボランティアで来て，何日も麦飯ばかり食わされて

勤労奉仕をしたというお話を時々聞くこともあります。先人にお米を作るための施設を

作っていただいた，それを簡単に諦めるというのも，ちょっともったいないなという気も

するわけでございます。

今，板東課長が言われたように，災害が起こったときに，その水をどうやって逃がすか

というところも含めて，これから総会等々の中で進めていきたいなと思っておりますの

で，どうぞ一つ，今後ともよろしくお願いをしたいと思います。

原井委員

できるだけ手短に質問させていただきたいと思います。冒頭に一つ申し上げなければな

らないことがございます。先週の本会議の場で，一般質問をさせていただいたわけでござ

いますけども，私は，必要以上に要らないことを言わないということを常にモットーとし

ておるのですが，それが，感慨深いことがございまして，必要以上のことを言ってしまい

まして，来代委員長に大変，迷惑をお掛けしました。謹んでおわび申し上げたいと思いま

す。今の発言は，議事録にも残しておいていただいて，よろしくお願いします。

一次産業におけるＩＣＴ化，新技術の導入ということで，特に個人的にも注目している

のですが，生産性の向上，今後の人手不足解消への対応といったところで，とりわけ，鳥

獣被害対策の新技術の導入に注目をしております。冒頭，川合農林水産部長からも豚コレ

ラの状況の説明などもありました。鳥獣被害対策の中で，いろいろと新年度の新しい予算

などが組まれているところもありますけども，林業におけるシカの食害の部分でございま

す。説明の文章を見ておりますと，ＩＣＴを活用した囲いわな等で効率的にシカを捕獲す

るモデル実証を行うと書かれておるのですが，この囲いわなに，ＩＣＴでどういう付加価

値を付けているのかということを，まず御説明いただけたらと思います。
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駒留新次元プロジェクト推進室長

鳥獣被害対策の新技術の実証の林業分野におけます事業についての御質問でございま

す。林業分野におきましては，平成31年度当初予算におきまして，森林被害対策事業とい

たしまして，シカによる造林木の被害軽減を図るために侵食地におきまして，ＩＣＴ，情

報通信技術を活用した囲いわなを設置いたしまして，効率的なシカ捕獲のモデル事業を行

うことといたしております。

具体的な手法につきましては，造林地におきまして捕獲用の囲いわなを設置いたしま

す。それにセンサー付きのカメラを仕掛けまして，給餌によりまして誘引されて，おりに

入ったシカをセンサーが感知し，スマートフォンなどに情報を送信，遠隔操作によりまし

て，扉を閉じるといった効率的な捕獲の手法であります。また，もう一つ，造林地は山間

奥地にございます。電波が非常に弱い所が多いことからＬＰＷＡ，これはＮＴＴが提供す

る遠距離通信を実現するための通信方法でございますが，これを使った無線システムによ

りましてセンサー子機を付けました，くくりわなを配置しまして，シカがわなに掛かった

後，スマートフォンなどに信号が送られ，広い造林地で捕獲場所を特定するといった形で

効率的な捕獲を進めることといたしております。このような新技術の活用によりまして，

捕獲の効率化はもとより，人件費の低減等を更に検証してまいりまして，県内各地へ普及

してまいりたいと考えております。

原井委員

よく分かりました。今回，実証実験ということで新年度予算を見ておりますと，新規事

業ではないので多分，今年から継続的にやられていることだと思うのですけども，その効

果と，今後どう広げていくかというところ，詳しく分かるところがあれば教えていただき

たいと思います。

駒留新次元プロジェクト推進室長

これまでの取組と効果ということで御質問いただきました。この事業自体は，平成28年

度から取り組んでおりまして，これまで主伐，再造林が多い三好市，美馬市，那賀町の地

域におきまして，６か所でモデル的に実施しております。

その結果，これまでに捕獲頭数は120頭余りということでございまして，本年度につき

ましては，まだ途中ではございますが，33頭余りを捕獲していると報告を聞いておりま

す。次年度につきましても，この取組を植栽を行います森林組合をはじめ林業事業体に対

し積極的に普及啓発を進めてまいりたいと考えております。

原井委員

ありがとうございました。効果がてきめんであれば，今後広げていっていただきたいと

いうことを望むところでございます。今はシカについて質問させていただきましたが，例

えば，サルとかイノシシとか鳥獣被害対策全体のいろいろな取組を見ておりますと，鳥獣

害に打ち勝つ「被害防止対策」の展開ということで，新技術の実証といううたい文句があ

るのですけれども，シカ，イノシシ，サルの全体の中で，今のはシカの部分であって，そ

のほかに，いろいろ新技術の推進というのがあると思うのですが，その点どういったこと
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が，今の部分以外であれば教えていただきたいと思います。

原ふるさと創造室長

原井委員からシカ，イノシシ，サルなどの鳥獣被害の総合的な対策の御質問がございま

した。先ほどの林業の関係では，駒留室長のほうから答弁がありましたが，シカ，イノシ

シにつきましても，移動式の大型捕獲おりを農作物被害のある地域，集落に置きまして，

そのおりの前に，先ほど申したようなセンサーカメラを付け，餌付けによりましてシカ，

イノシシを誘引します。おりの中に入ったところの写真を撮って，画像がスマートフォン

に送信されると，捕獲する方がその画像を確認しまして，獣類の大きさとか，たくさんの

数の鳥獣が入ったときに，スマートフォンから遠隔操作によりまして，おりの扉を閉じる

といった取組もやっております。実績といたしましては，昨年８月に那賀町のほうに設置

しまして，10月までの２か月ぐらいで餌付けをして，一斉に７頭のシカが捕獲できまし

た。その後も３頭捕獲したということで非常に効率的な面もありますし，労力の軽減にも

つながるということで，来年は実装に向けて取り組んでまいります。

また，これもシカ，イノシシでございますが，新技術の実証ということで，防護対策と

いたしまして，新たにＬＥＤ光線を利用しまして，鳥獣のうちイノシシ，シカの追い払

い，逆の誘引に，どういう効果があるのかという研究を大学と連携いたしまして，鳥獣の

反応の検証を行ってまいりたいと思っております。

それからサルでございますが，非常にサルは賢いのでなかなか捕獲が難しいのですが，

まず来年度，サルにＧＰＳ付きの発信器を装着し，政策創造部のとくしまＩｏＴプラット

ホーム，これはデータ集積をするシステムでございまして，そこにデータを集約して，将

来的には農地等に出没する予報システム的なものを構築できたらと，そのような取組を

行ってまいりたいと考えております。

原井委員

いずれにしましても，ＩＣＴ化によって鳥獣被害対策を進めていくということでお願い

いたします。

その一方で，川合農林水産部長から御説明いただいたように，ジビエサミットをやった

ということで，被害対策を進めながら阿波地美栄としても商品拡大を進めてもらいたいと

いう思いがございます。特に，私も吉野川市山川町が地元ですので，県外のお客さんや友

人が来たときは，たまにイノシシの鍋や焼き肉を振る舞うことがあるのですが，県外の方

には非常に喜んでもらえるという印象を持っています。牛肉，豚肉とかだったら，ある程

度良いイメージがあって先入観があると思うのですが，その点，鳥獣の場合は最初の取っ

かかりのイメージが悪いので，どんな味だろうということで，脂身が少ないとか，意外と

臭みもないということで大変喜ばれる印象を持っていまして，そういう意味でもジビエの

利活用を進めてもらいたいと思うのです。

全国的な数字をいろいろ見ておりますと，徳島県の捕らえた鳥獣のジビエの利活用とい

うのは，決してまだ高くはないそうでございまして，全国平均よりも低いというデータを

見たことがございます。そういった中で，新しい事業としてこの阿波地美栄の供給体制を

強化していくということをうたっているのですが，最後にちょっと中身について質問して



- 23 -

平成31年２月25日（月） 経済委員会（付託）農林水産部

終わりたいと思います。

原ふるさと創造室長

ただいま，原井委員からジビエの振興についての，次年度の取組について御質問を頂き

ました。先ほど，原井委員からもお話がありましたが，利活用の問題，利活用率でござい

ますが，確かに全国的には，シカ，イノシシ合わせて利用率が７％でありまして，本県の

利用のほとんどを占めるシカにつきましては，その半分ぐらい，3.5％ぐらいの利用率に

なっております。そういったことで，今年度は，指定管理鳥獣捕獲等事業，危機管理部で

ございますが，環境省の予算も活用しながら狩猟期にもそういった捕獲経費の支援をする

ということで，利活用を進めてまいりましたところ，12月末までですけれども，前年比

の170％弱ということで，非常にジビエの利活用が進んでいるという状況でございます。

そういったことで次年度につきましても，知事の代表質問の答弁にもございましたが，

シカの一時飼養という取組もやってみまして，安定供給につなげるということに取り組ん

でまいりたいと考えておりますので，どうぞよろしくお願いいたします。

来代委員長

ほかに質疑はございませんか。

（「なし」と言う者あり）

ひとつだけ教えて。ジビエ，ジビエと言うが，ターンテーブルでジビエを何キログラム

くらい買ってくれて，幾らくらい買ってくれているの。あるいは，県産品はこれまで何円

買ってくれたの。

阿部もうかるブランド推進課長

ターンテーブルにおきましてのジビエの利用でございますが，今の時点でジビエだけの

資料はないのですけども，これまでも，ターンテーブルのレストラン部門の夜のコースに

ジビエを採用をさせていただいておりまして……

来代委員長

何万円，買ってくれているのか聞いている。

阿部もうかるブランド推進課長

県産食材の仕入額ということでいきますと，毎月，大体200万円前後で推移してきてる

のかなと考えているところです。

来代委員長

売上全体で750万円しか仕入れてないだろう。徳島県産品を買ってないだろう。

阿部もうかるブランド推進課長

レストラン部門のその食材の調達費ということでいいますと，今のような額でございま

す。あと，ジビエの利用拡大ということで，ターンテーブルの商談会などで首都圏での飲
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食店の関係者でありますとか，仕入担当者の方にお越しいただき，ジビエを試食していた

だいて，徳島県産ジビエの認知度向上にも取り組んでいるところでございます。

来代委員長

だから，買ってくれていない。5,000万円も出して，県産品を全部で700万円くらいしか

買ってくれなくて，ジビエ，ジビエと言ったって買ってくれてない。知事が宣伝して，あ

れだけやっているのだったら，県民の税金が出ているのだから，もうちょっと徳島県の物

を買ってもらって，宣伝になるようにしないといかんでしょう。

川合農林水産部長

ただいま，委員長から，ジビエを含めましてターンテーブルでの県産食材の活用につい

て，貴重な御意見を賜ったところでございます。これまでも努力を重ねてきているとこで

ございますが，本当にターンテーブルは徳島県の農業振興，ブランド振興の拠点として設

けたわけございますので，お言葉も踏まえまして，なお一層努力してまいりたいと思いま

す。

これからのターンテーブルの活用はもちろんですけれども，いろんな飲食業界におきま

しても，ターンテーブルでの商談会などもきっかけとしまして，より一層，御活用いただ

けるように，県内の業者，関係者の皆様方のますますの取組につながるように努力してま

いります。よろしくお願いします。

来代委員長

これだけ言っておきます。宣伝ばっかりして，実質に県のためになっていないような気

がする。ただ，共産党とは立場が違うので，うまくいってほしいと言っている。県産品を

そんなに買ってくれん，お金は出す，ジビエ，ジビエと宣伝しても買ってくれない。だか

ら，もうちょっと真剣に考えてもらわないと困るんです。陰の声やけど，ビールがよそ

で240円のものが900円，ウーロン茶一杯500円。だから徳島県の物はこれだけお金を掛け

ても，高い高いと言われている。県のお金でやる以上，もうちょっと真剣に監視もした

り，意見も言うてやってくれないと，ターンテーブルは名前ばかりの第２のとくしま記念

オーケストラになったらいかんと思って心配しているんですよ。分かってくれますか。

（「はい」と言う者あり）

ほかに質疑はございませんか。

（「なし」と言う者あり）

それでは，これをもって質疑を終わります。

これより採決に入ります。

お諮りいたします。

農林水産部関係の付託議案は，これを原案のとおり可決すべきものと決定することに御

異議ございませんか。

達田委員

議案第44号，議案第45号につきましては，消費税増税に伴う使用料，手数料，利用料な
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どの引上げをするものです。県民の負担増につながりますので，反対をいたします。

来代委員長

それでは，議案第44号「徳島県畜産関係使用料手数料条例の一部改正について」及び議

案第45号「徳島県腕山放牧場の設置及び管理に関する条例等の一部改正について」は，御

異議がありますので，起立により採決いたします。

お諮りいたします。

議案第44号及び議案第45号は，これを原案のとおり可決すべきものと決定することに賛

成の方は御起立をお願いいたします。

（賛成者起立）

起立多数であります。

よって，議案第44号及び議案第45号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしまし

た。

次に，ただいま採決いたしました議案を除く議案について採決いたします。

お諮りいたします。

ただいま採決いたしました議案第44号及び議案第45号を除く農林水産部関係の付託議案

は，これを原案のとおり可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と言う者あり）

御異議なしと認めます。

よって，議案第44号及び議案第45号を除く農林水産部関係の付託議案は，原案のとおり

可決すべきものと決定いたしました。

【議案の審査結果】

原案のとおり可決すべきもの（起立採決）

議案第44号，議案第45号

原案のとおり可決すべきもの（簡易採決）

議案第１号，議案第11号，議案第12号，議案第13号，議案第14号，議案第17号，

議案第43号，議案第56号，議案第57号，議案第58号，議案第67号，議案第76号，

議案第77号，議案第78号，議案第79号，議案第82号

以上で，農林水産部関係の審査を終わります。

本年度最終の委員会でございますので，農林水産部関係の審査に当たり，理事者各位に

おかれましては，常に真摯な態度をもって審査に御協力いただき，深く感謝の意を表する

ものでございます。

いろんな意見が出ましたけれども，これも農林水産部関係の行政に大いに反映させてい

ただくことを強く要望いたします。

これは私の意見でございますが，繰越金が残っているはずでございます。これもきれい

に説明していただきたいところでございますが，今後こういうことがないように，これは

県民のためにもうちょっと真剣に予算を消化していただくように強く要望しておきます。
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終わりに当たりまして，皆様方にはますます御自愛いただきまして，それぞれの場で今

後とも県勢の発展のため，頑張っていただくことを御祈念申し上げまして，委員長の挨拶

にさせていただきます。

本当にありがとうございました。

川合農林水産部長

ただいま，来代委員長から御挨拶を頂戴しまして，誠にありがとうございました。先ほ

ど，御提案申し上げました議案につきましても可決いただきましたこと，まずもってお礼

を申し上げます。

この１年間，来代委員長また南副委員長をはじめといたしまして，委員の皆様方から熱

心に御審議，御討論賜りました。厚く御礼を申し上げる次第でございます。

先ほど，御論議いただきましたターンテーブルにつきましても，徳島県の農林水産業，

そして地域の振興に向けまして，一つの拠点としているところでございます。県民の皆様

方の御期待も頂いているところでございますので，今一度，私たちも気を引き締めてしっ

かりと展開を図ってまいりたいと思います。

また，繰越金の話も頂戴したところでございますけれども，補正予算も国のほうから頂

く中でという部分もございますが，これについても県土の強じん化，また産業の振興に向

けましてしっかりと，なるべく早く執行して，効果を出していけるように努めてまいたい

と思います。

これまで委員各位から頂戴しました貴重な御意見，御提言をしっかりと受け止めまし

て，本県の農林水産業，そして農山漁村地域の振興，発展に向けて一層努力を重ねてまい

りたいと思います。

結びに当たりまして，委員の皆様方から，一層の御指導，ごべんたつを賜りますことと

ともに，皆様方の御健勝を，私どものほうからもお祈り申し上げまして，甚だ簡単でござ

いますが御挨拶とさせていただきます。

誠にありがとうございました。

来代委員長

これをもって，本日の経済委員会を閉会いたします。（12時27分）

平成31年２月25日（月） 経済委員会（付託）農林水産部


